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はじめに 
 

 

男性だから、女性だからという理由で何かをあきらめたり、個性を発揮できなかったりすることは、一人一人が人生の魅力を

失うだけではなく、社会にとっても大きな損失になります。女性にとっても男性にとっても生きやすい社会を実現させるために

は、男女共同参画の推進が必要不可欠です。国は、「男女共同参画社会の実現を 21世紀の我が国社会を決定する最重要課題」と

位置付け、平成 11年に男女共同参画社会基本法を制定するとともに、この法律に基づく施策の基本的方向及び具体的な取組を

定めるため、男女共同参画基本計画を策定しています。本町でも、平成 29 年 3月に「第 2次阿久比町男女共同参画プラン」を

策定し、様々な場面において男女共同参画社会の実現に向けて取り組みを進めています。 

 今回の調査は、第 2 次阿久比町男女共同参画プランに掲げた施策内容の進捗状況を把握するとともに、今後の方向性を確認

するために実施しました。今後の方向性を各担当課へ確認したところ、拡充 6件、継続 55件、検討 5件、その他 0件という結

果となりました。 

この調査結果は、令和 8年度末に策定予定の「第 3次阿久比町男女共同参画プラン（仮称）」に反映させ、引き続き、誰もが

性別にとらわれず、それぞれの個性と能力を平等に発揮できる社会の実現に向けて、まちづくりを進めていきます。  
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施策の体系 

  基本目標 基本施策 施策の方向 

Ⅰ 男女共同参画社会 

の意識づくり 
1 男女共同参画意識の高揚 

1 男女共同参画意識を高める啓発推進  

2 学校における男女共同参画を推進 

3 人権に関する啓発 

4 男性の男女共同参画を推進 

Ⅱ あらゆる分野への 

社会参画の推進 

2 政策方針決定の場への女性参画の拡大 

1 女性リーダーの育成 

2 委員会などへの女性の登用推進 

3 女性管理職登用の推進 

3 地域活動への参画 
1 地域活動への参画の推進 

2 団体活動への支援 

Ⅲ 男女ともに働き 

やすい環境づくり 

4 雇用の分野における男女平等の推進 1 働きやすい環境づくり 

5 仕事と家庭の両立 

1 子育て世代への支援 

2 介護をしている方への支援 

3 ワーク・ライフ・バランスの推進 

4 育児･介護休業制度の普及推進 

Ⅳ 生涯を通じた健康 

づくりと福祉の充実 

6 生涯を通じた健康づくり 

1 健康診査の充実と受診推進 

2 母子保健の充実 

3 医療機関との連携強化 

7 生涯を通じた福祉の充実 

1 ＤＶの防止 

2 まち全体のバリアフリー化の推進 

3 相談体制の充実 

Ⅴ 計画の推進 8 推進体制の整備と充実 1 第 2次男女共同参画プランの推進 



2 

 

第２次阿久比町男女共同参画プランの進捗状況調査結果 

【項目の見かた】 

 基本施策 施策の方向 施策内容 進捗状況 
今後の 

方向性 
方向性の内容 担当課 

              

 

平成 29年度～令和 3年度の間に実施した事業をとりまとめました。 

なお、新型コロナの影響により中止した事業もあります。 

 

「今後の方向性」は、下記①～④の選択肢から該当するものを記載しました。 

①拡充……既存の事業内容を拡大・充実させる 

②継続……これまで通り事業を継続する 

③検討……事業を変更・縮小・休止・廃止する。または事業が完了したため継続の必要が無くなった。 

④その他…①～③に該当しない場合（例：これまで事業を実施しておらず、今後も実施する予定がない） 

 

【今後の方向性の内容】 

「今後の方向性」を[①拡充]、[②継続]とした場合は、今後の取り組み予定を記載しました。 

[③検討]、[④その他]とした場合は、選択した理由と今後の取り組み予定を記載しました。 
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基本目標１ 男女共同参画社会の意識づくり 
    

 
   

 基本施策 施策の方向 施策内容 進捗状況 
今後の
方向性 

方向性の内容 担当課 

１ 男女共同参画
意識の高揚 

男女共同参画意
識を高める啓発推
進  

町の広報、ホームページ、電
光掲示板を活用した啓発を行い
ます。 

男女共同参画週間を電光掲示板で
周知したほか、広報あぐい、町ホー
ムページに啓発記事を掲載しまし
た。 

②継続 引き続き、啓発を行
っていきます。 

社会教育課 
政策協働課 

      町の発信する情報が、男女共
同参画の視点から見て、適当で
あるか確認します。 

広報あぐいやホームページなどで
情報を発信する際は、男女共同参画
の視点に立った表現に努めました。 

②継続 引き続き、適切な表
現での情報発信に努め
ます。 

各担当課 

      男女共同参画に関するチラ
シ、パンフレット等を収集し、
庁舎内の男女共同参画コーナー
を初めとする町内施設に配置
し、情報提供します。 

庁舎内に設置した男女共同参画コ
ーナーにチラシ、パンフレット等を
設置したほか、庁舎内や公民館等に
ポスターを掲示しました。 

②継続 引き続き、情報提供
を行っていきます。 

社会教育課 

      男女共同参画についてのパネ
ル展示を実施します。 

男女共同参画週間の期間に合わせ
て、広く男女共同参画を啓発するパ
ネルを中央公民館に展示しました。
(R3テーマ:データでわかる！愛知
の女性～全国と比較して～) 

②継続 SDGsにおけるジェン
ダー平等の実現など、
新しいテーマを取り入
れつつ、引き続き啓発
活動を行います。 

社会教育課 

      図書館において、男女共同参
画に関する蔵書の充実を図りま
す。 

男女共同参画社会についての啓発
やジェンダー（社会的性別）につい
ての正しい理解を深められる図書の
購入に努めました。 

②継続 引き続き、男女共同
参画に関する蔵書の充
実を図ります。 

社会教育課 

      町実施の行事などで、啓発物
を配布します。 

男女共同参画パネル展にて、啓発
パンフレットを配布しました。 

②継続 引き続き、啓発物の
配布を行っていきま
す。 

社会教育課 

      男女共同参画をテーマとする
講演会を開催します。 

男女共同参画社会の実現を目指す
うえで必要となる知識の普及や意識
の向上を目的に、講演会を行いまし
た。(R1 演題：『つなごう 世代を
こえて』講師：櫻井雅美氏 参加
者：91名) 
※R2・R3は新型コロナのため中止 

②継続 引き続き講演会を実
施し、幅広い世代への
知識の普及に努めま
す。 

社会教育課 
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 基本施策 施策の方向 施策内容 進捗状況 
今後の
方向性 

方向性の内容 担当課 

１ 男女共同参画
意識の高揚 

男女共同参画意
識を高める啓発推
進  

あぐい女性の会と連携し啓発
を行います。 

男女共同参画講演会の共催や町内
女性団体の交流会および町内外での
研修会等を通して、男女共同参画意
識の向上に取り組みました。 

②継続 新型コロナの影響で
活動を縮小せざるを得
なかったものの、感染
対策をとりつつ今後も
実施します。 

社会教育課 

      役場職員の男女共同参画への
理解を深めるための研修を実施
します。 

係長以下と係長級の女性職員、合
計 2名を自治研修所主催の女性キャ
リアアップ研修に毎年度派遣しまし
た。 

②継続 引き続き職員の研修
派遣を行います。 

総務課 

    学校における男
女共同参画を推進 

男女平等を推進する教育の充
実を図ります。 

道徳等で人権に関する授業を行
い、障がいの有無、人種や性別の違
いにより差別が起きないよう教育を
行っています。 

②継続 早い段階からの教育
が重要であり、今後も
学校での教育を続けて
いきます。 

学校教育課 
子育て支援課 
社会教育課 

    人権に関する啓
発 

人権啓発講演会を開催しま
す。 

身近であっても詳しく知らない人
権について、分かりやすく理解して
もらうための講演会を開催しまし
た。 
(H30「今の時代に合った、家庭に直
接届く人権講話」講師：渡辺哲雄 
氏) 

③検討 令和元年度以降は人
権講演会としては開催
していませんが、今後
は他の講演会で人権に
関する内容も取り入れ
ることを検討します。 

社会教育課 
住民福祉課 

      人権問題に関するパンフレッ
ト等を収集し、情報提供しま
す。 

法務局より発行される人権問題に
関するパンフレット等を活用し、公
共施設への設置に努めました。 

②継続 引き続き人権問題に
関する各種資料の収集
に努め、各施設の窓口
等への配架、掲示を行
います。 

社会教育課 
住民福祉課 

      人権教育指導者研修会への職
員、および関係する立場の人の
参加を働きかけます。 

学校関係者（教職員、ＰＴＡ）お
よび社会教育委員に人権教育指導者
研修会への参加を呼び掛けました。
（参加人数：H29:11名、H30:13
名、R1:14名、R2:新型コロナのた
め中止、R3:オンラインで開催） 

②継続 引き続き、幅広い立
場の人に参加を呼び掛
けます。 

社会教育課 
住民福祉課 
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 基本施策 施策の方向 施策内容 進捗状況 
今後の
方向性 

方向性の内容 担当課 

１  男女共同参画 
意識の高揚 

男性の男女共同
参画を推進 

料理を初めとする家事全般の
男性向け講座を充実させます。 

公民館講座「男性のための簡単料
理教室」を開講しました。(参加人
数：H29:8名、H30:5名、R1:9名、
R2・R3:新型コロナのため中止) 

②継続 新型コロナ対策のた
め、公民館での水分補
給をのぞく飲食を禁止
としていることから中
止となっています。今
後、公民館での飲食が
解禁されれば講座を再
開する予定です。 

社会教育課 

      イクメン月間を設け父親向け
の育児講座を実施するなど、男
性も育児に参加しやすい環境を
つくります。 

子育て支援センター（あぐぴっ
ぴ）にて、おもちゃ作りや体操、ふ
れあいあそびなどを実施しました。
また、来場した父親にイクメンカー
ドを渡しました。（参加人数：
H29:51名、H30:40名、R1:26名、
R2:3名、R3:新型コロナのため未実
施） 

②継続 引き続き男性も育児
に参加しやすい環境づ
くりを支援していきま
す。 

子育て支援課 

      男性向けの男女共同参画推進
啓発のパンフレット等を収集
し、情報提供します。 

国や県が主催する男性向け男女共
同参画イベントのチラシを設置した
ほか、男性視点での男女共同参画を
テーマとしたパネルの展示を行いま
した。 

②継続 引き続き、情報提供
を行っていきます。 

社会教育課 

        

基本目標Ⅱ あらゆる分野への社会参画の推進 
 

 基本施策 施策の方向 施策内容 進捗状況 
今後の
方向性 

方向性の内容 担当課 

２ 政策方針決定
の場への女性参
画の拡大 

女性リーダーの
育成 

女性団体などへの情報提供と
組織づくりを推進します。 

町内女性団体の会員に対し、県が
実施する人材育成セミナーの受講を
斡旋しました。受講終了後も、フォ
ローアップセミナーへの参加を案内
しています。 
（H30・R2に各１名受講） 

②継続 今後も支援を継続し
ます。 

社会教育課 
政策協働課 
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 基本施策 施策の方向 施策内容 進捗状況 
今後の
方向性 

方向性の内容 担当課 

２ 政策方針決定
の場への女性参
画の拡大 

女性リーダーの
育成 

女性リーダー育成のための研
修への積極的な参加を働きかけ
ます。 

町内の団体で指導者として活躍し
ている人、およびこれから指導者を
目指す人を対象に研修会を実施しま
した。(H30演題：『人生楽しんで
ますか？』講師：関 香津美 氏 
受講者数：66名)※R2・R3は新型コ
ロナのため中止 

②継続 今後も研修会を実施
します。 

社会教育課 
政策協働課 

    委員会などへの
女性の登用推進 

審議会、委員会などへ女性委
員を積極的に登用します。ま
た、登用状況を定期的に調査、
公表します。 

各部署が所管する審議会、委員
会、協議会の女性委員数を毎年調査
し、県を通じて公表しています。 
■数値目標：委員会などへの女性委 
員の登用率 35.0％ 

■実績値(4月 1日時点) 
 令和 3年度：21.5％ 
 令和 4年度：22.6％ 

①拡充 令和 9年度時点での
委員会などへの女性委
員の登用率 40.0%を目
標とし、女性の積極的
な登用を働きかけま
す。 

各担当課 

    女性管理職登用
の推進 

阿久比町役場において、性別
にとらわれることのない、能力
に応じた適切な管理職への登用
を推進します。 

課長級の女性割合が H29年度
13.3%→R3年度 7.7%、課長補佐級の
女性割合が H29年度 35%→R3年度
53.3%となりました。 
課長級の女性割合は減少しました
が、課長補佐級は全体の半分を女性
職員が占めるようになりました。 

②継続 今後も性別にとらわ
れず、能力実証に基づ
き、職員の管理職への
登用を行います。 

総務課 

３ 地域活動への 
参画 

地域活動への参
画の推進 

ボランティア活動や地域活動
などに男女が共に、多様な年齢
層が参画できる環境づくりを推
進します。 

「住民税 1％町民予算枠制度」に
よる、住民の提案によるまちづくり
事業に対し支援を行いました（政策
協働課）。 

②継続   各担当課 

        毎年、阿久比町社会福祉協議会、
東浦町、東浦町社会福祉協議会など
と共同で災害ボランティアコーディ
ネーター養成講座を開催しています
（防災交通課）。 

③検討 身体の接触が生じる
ため、新型コロナ感染
防止の観点から、安全
に実施できる方法を検
討する必要がありま
す。 
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 基本施策 施策の方向 施策内容 進捗状況 
今後の
方向性 

方向性の内容 担当課 

３ 地域活動への
参画 

地域活動への参
画の推進 

ボランティア活動や地域活動
などに男女が共に、多様な年齢
層が参画できる環境づくりを推
進します。 

ボランティアセンターを町社会福
祉協議会に委託し、活動の相談事業
や情報提供などを行っています。地
域福祉計画に基づく担い手育成事業
として、様々な活動のきっかけとな
る講座や講演会を開催しています。
（令和 3年度:子ども食堂勉強会）
(住民福祉課) 

②継続 多様な活動の担い手
が増えるよう、活動を
はじめるきっかけとな
る講座や講演会を継続
して実施していきま
す。 

各担当課 

        青少年体験ボランティア事業を実
施し、小中学生を対象に、様々なボ
ランティア活動の場を提供しまし
た。また、ボランティアコーディネ
ーターを配置し、ボランティア講師
の登録を受け付け、希望者へのマッ
チングを行い活動の場を提供しまし
た。※令和 2・3年度は新型コロナ
のため活動を休止(社会教育課) 

②継続 今後もボランティア
機会の提供に努めま
す。 

  

    団体活動への支
援 

町内で活動する女性団体への
支援を行います。 

あぐい女性の会の活動に対し補助
金の交付および町施設の減免措置な
どの支援を通じて、運営を補助しま
した。 

②継続 引き続き、支援を行
っていきます。 

社会教育課 
政策協働課 

  

基本目標Ⅲ 男女ともに働きやすい環境づくり 
  

 基本施策 施策の方向 施策内容 進捗状況 
今後の
方向性 

方向性の内容 担当課 

４ 雇用の分野に
おける男女平等
の推進 

働きやすい環境
づくり 

男女雇用機会均等法をはじめ
とする労働関連法令に関するこ
とや、セクハラ・パワハラ防止
に関すること、女性の再就職を
支援するための情報を提供しま
す。 

広報、ホームページ、チラシの配
架で情報提供を行いました。 

②継続 引き続き、情報提供
を行っていきます。 

産業観光課 
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 基本施策 施策の方向 施策内容 進捗状況 
今後の
方向性 

方向性の内容 担当課 

４ 雇用の分野に
おける男女平等
の推進 

働きやすい環境
づくり 

役場内の長時間労働是正のた
め、さわやかエコスタイルキャ
ンペーン中は午後 7時 30分以
降の勤務を控え、朝型勤務を推
進します。 

朝型勤務のみの推進を特に行って
いるわけではありませんが、新型コ
ロナ感染防止の観点から、出勤時の
混雑緩和のため、午前 8時 30分の
前後 1時間で時差出勤を行っていま
す。また、長時間労働の抑制のた
め、令和元年度より午後 9時 00分
にパソコンの強制シャットダウンを
行っています。 

③検討 コロナ禍において、
多様な働き方を求めら
れているので、朝型勤
務にこだわらず、長時
間労働抑制に効果的な
方法を検討します。 

総務課 

      役場職員へ向け、セクハラ・
パワハラ防止のための研修を定
期的に実施します。 

平成 30年度にセクハラ・パワハ
ラの内容を網羅したモラハラの研修
を実施しました。（演題：『モラハ
ラ防止研修』講師：田中亜矢子氏 
参加者：114名） 
※H29、R1～R3は実績なし 

②継続 新型コロナ感染防止
のため、集団研修を行
うことができませんで
したが、感染症対策を
十分に行い、研修を定
期的に行います。 

総務課 

５ 仕事と家庭 
の両立 

子育て世代への
支援 

親子の交流の場の提供や心理
士を含めた育児相談、地域の子
育て関連情報の提供などを行う
子育て支援センター事業（あぐ
ぴっぴ）を実施します。 

主に乳幼児とその保護者が相互の
交流を行う場所を開設し、子育てに
ついての相談に応じる等の事業を実
施しました。 
（R2実績：新規登録 92世帯、利用
世帯 3,767世帯、利用人数 8,594
人） 

②継続 子育てについての相
談、情報の提供、その
他の助言等の実施内容
について周知啓発し、
利用しやすい運営に努
めます。 

子育て支援課 

   
産前産後休業や育児休業終了

後の就労に対応するための 0歳
児からの保育事業を実施するな
ど、充実した保育サービスを提
供します。 

町内保育園 8園、認定こども園 1
園にて 0歳児からの保育事業を実施
しました。 
（R3園児数：826人） 

②継続 引き続き町内保育園
8園、認定こども園 1
園にて 0歳児からの保
育事業を実施し、充実
した保育サービスを提
供していきます。 

子育て支援課 

仕事を持っている保護者に対
して、日曜日及び祝日に保育所
を開所することや、保育園等の
専用スペースにおいて、病気回
復期にある児童を一時的に預か
るなど、子育てと仕事等の両立
支援のための保育サービスをさ
らに充実させます。 

実施なし。 ③検討 保護者のニーズを注
視しつつ、検討してい
きます。 

子育て支援課 
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 基本施策 施策の方向 施策内容 進捗状況 
今後の
方向性 

方向性の内容 担当課 

５ 仕事と家庭 
の両立 

子育て世代への
支援 

保護者の疾病や冠婚葬祭、介
護・育児疲れ解消等の理由によ
り、児童の保育が困難になった
ときの一時預かり事業を実施し
ます。 

町内保育園 7園、認定こども園 1
園にて一時預かり事業を実施しまし
た。（R2実績値：788人） 

②継続 引き続き町内保育園
7園、認定こども園 1
園にて一時預かり事業
を実施していきます。 

子育て支援課 

      子育てサークルの育成、支援
を推進します。 

「わんぱくぴっぴ」、親の会「カ
ラフル」「こんぺいとう」などの子
育てサークルの支援を実施しまし
た。（R3：新型コロナ感染拡大のた
め 2回のみ実施） 

②継続 子育てサークルに関
しては、依頼があれ
ば、要望に応じて支援
します。 

子育て支援課 
社会教育課 

        子育てサークル（1団体）に対
し、町施設の減免措置などの支援を
行い、遊びや学びを通じた未就学児
の親子の交流を促進しました。 

②継続 引き続き、支援を行
っていきます。 

  

      子育て世代を支援する講演会
を開催します。 

親の不安やストレスの軽減を図る
ための講習会を開催しました。
（R3：新型コロナのため予定の 22
講座中、7講座のみ実施） 

②継続 リフレッシュ講座、
ミニ講座、親子講座、
乳幼児家庭教育講演会
など、子育て家族の学
びやリフレッシュのた
めの講座を引き続き計
画します。 

子育て支援課 

   町の実施する行事での託児サ
ービスを充実させます。 

子育て世代を対象とした講座で、
託児サービスを実施しました(健康
介護課)。 
町民講座、男女共同参画講演会等の
行事において、ボランティア団体と
連携して託児サービスを提供しまし
た(社会教育課)。 
※令和 2・3年度は新型コロナのた
めいずれも実施なし。 

③検討 引き続き、託児サー
ビスのある事業を計
画・実施していきます
が、託児対象はマスク
等の感染予防が困難な
ため、安全に実施でき
る方法を検討する必要
があります。 

各担当課 

      教育相談センターが窓口とな
り、子育てや家庭など各種相談
に応じ、情報提供・支援を行い
ます。 

0歳から 18歳までの子どもとそ
の保護者に対し、養育相談などの支
援を実施しました。 
（相談件数実績…H29:183件、
H30:185件、R1:226件、R2:304
件）(子育て支援課) 

②継続 引き続きニーズに応
じた相談支援を実施し
ていきます。 

子育て支援課 
学校教育課 
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 基本施策 施策の方向 施策内容 進捗状況 
今後の
方向性 

方向性の内容 担当課 

５ 仕事と家庭 
の両立 

子育て世代への
支援 

  学校教育相談員やスクールカウン
セラー等により、児童生徒及び保護
者の相談に応じています。(学校教
育課) 

①拡充 児童生徒数の増加に
伴い、悩みを抱える児
童生徒も増えているこ
とから、より多くの相
談を受けられるよう人
員を配置する必要があ
ります。 

  

      保護者が就労等により昼間家
庭にいない小学生を中心に、授
業の終了後に適切な遊びや生活
の場を与えて健全な育成を図る
放課後児童健全育成事業を実施
します。 

遊びや生活の場を提供し、指導員
の活動支援のもと、児童の健全育成
を図りました。 
（各年度 4月 1日現在の開所クラス
数と登録児童の実績：H29:7クラ
ス・380人、H30:10クラス・520
人、R1:13クラス・579人、R2:15
クラス・600人、R3:15クラス・576
人） 

②継続 引き続き必要に応じ
て施設整備を勧め、ニ
ーズ量の増加に対応で
きる受入体制の確保に
努めます。 

子育て支援課 

親子が参加できる料理教室を
初めとする講座や凧あげ大会等
のイベントを実施し、親子のふ
れあいの場をつくります。 

野外音楽会、凧あげ大会、書初め
大会など、親子で参加できる各種イ
ベントを開催しました(社会教育
係)。 
 
親子で参加できる夏休みの「親子で
手打ちうどん作り」、冬の「手作り
バレンタイン教室」、「箱ずしとお
こしものづくり教室」を開講してい
ます。 
(のべ参加者数 H29:50組、 H30:42
組、R1:42組、R2・R3:新型コロナ
のため中止)(公民館) 
 
 夏休みや冬休みに親子紙工作（ペ
ーパークラフト）教室を開催し、親
子のふれあい事業を行いました。
（図書館） 

②継続 引き続き、親子で参
加できるイベントを計
画していきます。 

社会教育課 
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 基本施策 施策の方向 施策内容 進捗状況 
今後の
方向性 

方向性の内容 担当課 

５ 仕事と家庭 
の両立 

子育て世代への
支援 

ひとり親世帯に対する相談体
制を充実させます。 

県が発行する「ひとり親家庭に関
する福祉制度のしおり」の配布など
の情報提供を行いました。また、相
談内容に合った適切な相談窓口を紹
介するなどの支援を行いました。 

②継続 引き続き情報提供及
び相談支援に努めま
す。 

子育て支援課 

    介護をしている
方への支援 

効果的な介護保険サービスを
実施し、高齢者やその家族の負
担の軽減を図ります。 

ケアプランチェックを通じ、ケア
マネジャー研修を実施することで、
適切な介護保険サービスを提供し、
ひいては、高齢者やその家族の介護
負担の軽減を図ります。 

②継続 引き続き高齢者やそ
の家族の介護負担の軽
減を図ります。 

健康介護課 

      地域包括支援センターが窓口
となり、高齢者や介護者の相談
に応じ、情報提供・支援を行い
ます。 

地域包括支援センターの受けた相
談を必要な機関、サービスにつなげ
ています。 

②継続 地域包括支援センタ
ーの受けた相談を必要
な機関、サービスにつ
なげていきます。 

健康介護課 

      家族介護者同士が悩み相談や
情報交換ができる交流の場を設
け、支援します。 

認知症介護家族交流会を月 1回、
認知症カフェを 3カ月に 1回開催
し、交流の場を設け、情報交換・支
援を行いました。 

②継続 引き続き交流の場を
設け、交流の場の提
供・支援を行います。 

健康介護課 

ワーク・ライ
フ・バランスの推
進 

国や県の作成した「ワーク・
ライフ・バランス」のパンフレ
ットやチラシを配布し、啓発を
推進します。 

男女共同参画コーナーにワーク・
ライフ・バランスを取り上げたパン
フレット、チラシ等を設置し、情報
提供を行いました。 

②継続 引き続き、情報提供
を行っていきます。 

社会教育課 
政策協働課 

    育児・介護休業
制度の普及推進 

広報、ホームページなどを通
じ、育児休業制度及び介護休業
制度の啓発を推進します。 

広報、ホームページなどを通じ、
育児休業制度及び介護休業制度の啓
発を行いました。併せて多様な働き
方が選択できる社会の実現を目指す
「働き方改革」の取り組み、テレワ
ークの導入支援（企業向け）につい
ても周知を行いました。 

②継続 令和 4年 4月 1日か
ら順次改正される「育
児・介護休業法」につ
いて周知を行っていき
ます。 

産業観光課 
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基本目標Ⅳ 生涯を通じた健康づくりと福祉の充実 
  

 基本施策 施策の方向 施策内容 進捗状況 
今後の
方向性 

方向性の内容 担当課 

６ 生涯を通じた
健康づくり 

健康診査の充実
と受診推進 

健康診査を充実させ、広報や
ホームページなどにより受診を
推進します。 

広報・ホームページ・母子手帳ア
プリにて健診情報を周知していま
す。感染対策の観点と待ち時間の短
縮のため、受診時間の指定をし健診
の流れを改善しました。また、母子
健診については、家庭の都合も考慮
し、受診日の変更にも対応し、受診
率の上昇を図っています。 

②継続 引き続き、健康診査
の充実を図り、受診率
の上昇につなげます。 

健康介護課 

母子保健の充実 妊産婦、乳幼児健康診査の充
実や子育てにかかる相談体制の
強化を図ります。 

妊産婦・乳幼児健診の継続的な促
進に加え、令和 2年度から産後ケア
を実施し、令和 2年度には延べ 3件
の利用がありました。 
また、平成 30年 8月には子育て世
代包括支援センターを設置し、関係
機関との連携を図りながら母子の切
れ目ない支援を実施できるように努
めています。 

②継続 現在の相談体制の充
実を図ることに加え、
子育て世代包括支援セ
ンターの更なる周知・
活用の促進に努めま
す。 

健康介護課 

    医療機関との連
携強化 

保健・福祉・医療の連携強化
を図ります。 

早期支援の必要な事例について
は、本人の了承のもと、医療機関等
の関係機関と情報共有を行っていま
す。また、電子連絡帳を活用し連携
を強化しています。 

②継続 引き続き関係機関と
の連携を強化していき
ます。 

健康介護課 

７ 生涯を通じた 
福祉の充実 

ＤＶの防止 ＤＶへの理解を深めるパンフ
レット等を収集し、情報提供し
ます。 

内閣府作成の「ＤＶ相談ナビ」の
啓発カードを役場庁舎女性トイレ
に、愛知県作成の「男性ＤＶ被害者
ホットライン」の啓発カードを男性
トイレに配置し、相談窓口の周知を
行いました。 

②継続 引き続きＤＶ防止へ
の理解を深める資料の
収集に努め、各施設の
窓口等への配架、掲示
を行います。 

住民福祉課 
社会教育課 

      職員がＤＶの相談を受けた
際、迅速に対応し解決に結びつ
く体制を整備します。 

ＤＶ相談があった場合には、愛知
県知多福祉事務所の女性相談員と連
携し、必要な支援を提供できるよ
う、迅速に対応しています。 

②継続 相談があった場合に
は愛知県知多福祉事務
所の女性相談員と連携
し、迅速な対応に努め
ます。 

住民福祉課 
社会教育課 
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 基本施策 施策の方向 施策内容 進捗状況 
今後の
方向性 

方向性の内容 担当課 

７ 生涯を通じた 
福祉の充実 

ＤＶの防止 ＤＶ相談窓口について、広報
や女性が多く出入りするところ
（女性トイレ等）に案内カード
を置くなど、周知活動を推進し
ます。 

内閣府作成の「ＤＶ相談ナビ」の
啓発カードを役場庁舎女性トイレ
に、愛知県作成の「男性ＤＶ被害者
ホットライン」の啓発カードを男性
トイレに配置し、相談窓口の周知を
行いました。（再掲） 

②継続 引き続きＤＶ相談窓
口に関する資料の収集
に努め、各施設への配
架、掲示を行います。 

社会教育課 
住民福祉課 

まち全体のバリ
アフリー化の推進 

高齢者や障がい者などが利用
しやすい公共施設や道路整備を
進め、バリアフリー化、ユニバ
ーサルデザインのまちづくりを
進めます。 

庁舎建設時に、バリアフリーを意
識して竣工しています。コロナ禍に
おいて、消毒液の設置等に配慮して
います(総務課)。 

②継続 引き続き、誰でも利
用しやすい庁舎を目指
します。 

各担当課 

        議会の活動の中で町民の福祉を充
実させるように努めています。聴覚
障がいの方に実際にお越しいただ
き、議会の傍聴についてご意見を伺
い、手話通訳を利用する手順や議場
内の環境を確認しました。議員の避
難訓練を行い、車椅子を利用される
議員の避難の方法について検証しま
した。令和 3年 2月 1日号（第 188
号）から SDGsの目標を議会だより
に掲載を始めました(議会事務局)。 

②継続 引き続き SDGsの目
標を議会だよりに掲載
します。SDGsの概念で
ある持続可能でよりよ
い世界にしていくため
の指標に基づき福祉の
充実に努めます。 

各担当課 

        ・新規採用職員向け研修「障がいの
ある人への対応について」を実施し
ました。 
・住民福祉課窓口へ筆談ボード（電
子メモパッド）、コミュニケーショ
ンボード（絵カード）を設置しまし
た)。 
(住民福祉課) 

①拡充 新規採用職員向け研
修を継続して実施する
とともに、窓口へ設置
したボードの利活用を
進めます。 

各担当課 

        平成 30年度に、勤労福祉センタ
ー（エスペランス丸山）の男子トイ
レ 1階、2階の各１ヶ所を和式トイ
レから洋式トイレに改修しました。
(産業観光課) 

①拡充 令和 4年度に行う勤
労福祉センター（エス
ペランス丸山）の駐車
場整備時に優先駐車場
を設置します。 

各担当課 
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 基本施策 施策の方向 施策内容 進捗状況 
今後の
方向性 

方向性の内容 担当課 

７ 生涯を通じた 
福祉の充実 

まち全体のバリ
アフリー化の推進 

高齢者や障がい者などが利用
しやすい公共施設や道路整備を
進め、バリアフリー化、ユニバ
ーサルデザインのまちづくりを
進めます。 

道路整備にあたっては、歩道やス
ロープの確保に努めました。また、
都市計画における地区計画の策定に
あたり、ユニバーサルデザインのま
ちづくりを心掛けて策定しました
(建設環境課)。 

②継続 高齢者や障がい者を
はじめ全ての人が使い
やすい公共施設や道路
整備に努め、「歩いて
暮らせるまちづくり」
を進めていきます。 

各担当課 

        肢体不自由児童生徒に対応するス
ロープなどを設置しました。(学校
教育課) 

②継続 インクルーシブ教育
に対応するため今後も
対応をしてきます。 

各担当課 

        車いす利用者のために部屋の入口
に段差がある場所に置ける取り外し
可能なスロープを製作しました。使
わない時には折りたたんで収納がで
きる形にしました。（公民館） 

②継続 当館は平成 29年度
以前に多目的トイレや
玄関のスロープ、階段
手摺部分の点字などの
設置を完了しています
が、今後も利用者から
の要望等により左記の
ような取り組みを行う
予定です。 

各担当課 

    相談体制の充実 高齢者、障がいを持つ方に対
して情報提供と相談支援体制の
充実を図ります。 

障がい者相談支援センターを委託
により設置し、阿久比町基幹相談支
援センターとして、障がいのある方
とその家族等からの相談を受け止め
る窓口を設置しています(住民福祉
課)。 

①拡充 令和 4年度より、相
談支援体制の充実を図
るために、相談員の増
員を行います。 

住民福祉課 
健康介護課 

        地域包括支援センターの受けた相
談を必要な機関、サービスにつなげ
ています(健康介護課)。 

②継続 地域包括支援センタ
ーの受けた相談を必要
な機関、サービスにつ
なげていきます。 

住民福祉課 
健康介護課 

   人権・行政・心配ごとなどあ
らゆる相談を受けられる体制づ
くりを進め、広報、ホームペー
ジなどで相談体制の周知を図り
ます。 

人権擁護委員、行政相談員、民生
児童委員による困りごと相談と、弁
護士による無料法律相談を実施しま
した。相談窓口については、広報な
どで案内を行いました(住民福祉
課)。 

①拡充 令和 4年度より、法
律問題に関する相談の
きっかけ作りを増やす
ため、無料法律相談を
月 1回の開催から月 2
回の開催に拡充しま
す。 

各担当課 

広報、ホームページ、チラシの配
架で情報提供をおこないました(産
業観光課)。 

②継続 引き続き、情報提供
を行っていきます。 

各担当課 
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基本目標Ⅴ 計画の推進 
  

 基本施策 施策の方向 施策内容 進捗状況 
今後の
方向性 

方向性の内容 担当課 

８ 推進体制の 
整備と充実 

第２次男女共同
参画プランの推進 

計画期間の 5年目（平成 33
年度）に計画の進捗状況を調査
し、公表します。 

各施策の進捗状況について、令和
3年度に調査を行いました。 

②継続 調査結果を踏まえ、
令和 8年度末の第 3次
プラン策定に向けて準
備を進めます。 

社会教育課 

      プランの内容については、社
会的情勢の変化などにより見直
しの必要性があれば改定を行い
ます。 

令和 9年度に第 3次プランの策定
を予定しています。 

②継続 次期プランの改定の
ために準備を進めてい
きます。 

社会教育課 

      男女共同参画の実現に関する
情報の収集や研究等を行い、そ
の結果を町民に情報提供しま
す。 

国や県などから男女共同参画に関
する資料を収集し、窓口での掲示や
展示などを通じて公開しています。 

②継続  今後も情報提供を継
続します。 

社会教育課 

 
       

集計結果 
        

方向性 項目数 

  

①拡充……既存の事業内容を拡大・充実させる 6 

  

②継続……これまで通り事業を継続する 55 

  

③検討……事業を変更・縮小・休止・廃止する。または事業が完了したため継続の必要が無くなった。 5 

  

④その他…①～③に該当しない場合（例：これまで事業を実施しておらず、今後も実施する予定がない） 0 

  

 


